
2．就学前の支援策  

（参考資料）   



土宅障害児（就点前）の目口□さ。訂の日の、況  

○ 在宅で暮らす障害児（就学前）の日中活動の場をみると、身体障害児については、保育所や幼稚園  
といった一般施策での受入れが約半数（47％）に及んでいる一方、知的障害児については、通園施設  

などの特定施策を利用している割合が3割程度（32％）を占めている 。  

＜知的障害児＞  ＜身体障害児＞  

その他  通園施設  

幼稚園  

16％  

□通園施設■養護学校幼稚部山保育所浬幼稚園国自宅ロその他  □通園施設■障害児通園事業血保育所闘幼稚園国自宅ロその他  
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（出典）身体障害児：平成18年身体障害児・者実態調査、知的障害児：平成17年知的障害児（者）数実態調査   



生宅障害児（就学前）が利用する福祉サービスQ  

○ 知的障害児通園施設は緩やかに上昇しているものの、身体障害児が利用する通園施設はほぼ横ばいの状態。  
○通園3施設合計の児童数と障害児保育の児童数との差が徐々に縮まっているほか、児童デイサービスの伸びが著   

しく、身近な地域においてサ「ビスを利用するニーズが大きくなっていると考えられる。  
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◆知的障害児通園施設 一一肢体不自由児通園施設一■T難聴幼児通園施設  

－ナ←通園3施設  一●－・児童デイサービス  ー米一障害児保育  

（出典）社会福祉施設等調査 等  

（注）児童デイサービスは、児童デイサービス利用者数に0～6歳の利用者の割合（約70％億害児に対するサービスの提供実態に関する調査研究（財団法人こども未来財団））を乗じたもの口   



る福祉サ「ビスの  宅 

（平成8年＝100）  

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年  平成8年  平成9年 平成10年 平成‖年 平成12年 平成13年 平成14年  

（出典）社会福祉施設等調査等  

（注）通園3施設は、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、難聴幼児通園施設。   



保育所について  

対象及び手続き  

対象：0歳から就学前の保育に欠ける児童  【認可保育所】＜認可は都道府県等が行う  

＞   

○開所時間等：原則週6日、各日11時間以上   

○児童福祉施 設最低基準の遵守   

○通常保育以外に延長保育、休日保育、夜間保育等   
を行う保育所もある。   
O「保育所保育指針」に基づき、児童の発達に応じた   

保育を提供  

保育の実施  

【利用者】   

公 立で実施又は民間委託  希望の保育所の申込  

保育料の支払  保育責用（運営費）の支払  

【市町村】＜保育の実施責任あり＞   

O「保育に欠ける」という要件の認定を行う。   
○希望が保育所の入所受入れ枠を上回る場合   

には、公平な方法で選考。   



壁書児保屋塵実  施状況について  
ご＝＝ニヨか所葦   

壬  1声音塞七   

短音モ僅育の美泡状況確移  
二盈重患  
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当支給対象児童数  ※児童数は、特別  

全保育所数に  用児童数  

実施か所数   占める割合   受入れ児童数（人）   める割合   

平成17年度   6．995  卜205）   31．0％   10β02 （＋174）   ．53％   

平成18年度   7，130 （＋135）   31．4％   10β70 （＋68）   ．53％   

※（）は対前年度増減数  

※全保育所数、全利用児童数に占める割合   

の欄は、各年4月1日現在の全保育所数   

全利用児童数を使用し、算定。   

【実施か所数】  

平成18年度の障害児保育の実施か所数は7，130か所で、前年から135か所（1．9％）の増。  

【対象児童数】  

平成18年度の障害児保育対象児童数は10，670人で前年から68人（0．6％）の増。  



障害児保育事業にかかる財政措置について  

1旧補助金分   

昭和49年度から、障害児（特別児童扶養手当受給児童）の受入児童数に応じて、一定額を補助。   

平成15年度から、三位一体の改革により、一般財源化。  

※ 障害児4人に対し保育士1人を加算  

2 地方財政措置   

平成19年度より、「地域における子育ての力の強化」として700億円を計上。  

「 

内訳として、  「障害児保育」、「妊婦健診」等の充実が含まれる。  

（総務省に確認済）  

※ 平成19年度より対象を障害児と改めた。  
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障害児通園施設等の概要  

○ 児童福祉法に基づく通所施設  

施設類型   
根拠法令   施設の性格   施設数   利用者数   

児童福祉法43条   
知的障害児通園施設   

知的障害のある児童を日々保護者の元から通わせて、これを保護するととも   
254か所   8，981人  

（昭和32年）   に、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。   

児童福祉法43条2   ろうあ児施設のうち、強度の難聴の幼児を保護者の下から通わせて指導訓練   
難聴幼児通園施設  

（昭和50年）   

25か所   746人  
を行う施設。   

児童福祉法43条の3  
肢体不自由児通園施設  肢体不自由児施設のうち、通所による入所者のみを対象とする施設。   99か所   2，608人   

（昭和38年）  

○ その他の通所施設   
施設類型   

根拠法令   事業の性格   施設数   利用者数   

障害者自立支援法第5  

条第7項  
日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う事業。  1，092か所   

156，080人  
児童デイサービス  

（昭和47年から補助事  （7，432人）   
業として実施）  

施設類型   根拠法令   事業の性格   施設数   利用者数   

重症心身障害児（者）に対し、日常生活動作、運動機能等に係る訓練、指導  

重症心身障害児（者）通  予算事業  （平   等必要な療育を行うことにより、運動機能等低下を防止するとともにその発達   
276か所  

園事業   成元年よりモデル事業）  を促し、併せて保護者等に家庭における療育技術を習得させ、在宅福祉の増  
進に資する事業  

〈社会福祉施設等調査報告（H18．10．1現在）  
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児童デイサービスの利用者数は、9月中延人員（）は、21日で除した数  

重症心身障害児（者）通園事業は、障害福祉課調べ   



障害児通園施設等の概要（基準等）  

○ 児童福祉法に基づく通所施設  

施設類型   実施主体   対象者   職員の職種  設備基準   利用の実態等   

指導室、遊戯室、屋外遊戯  
知的障害のある児  

知的障害児通園施設   
場、医務室、静養室、相談  

コ自己 臼   保育士   嘱託医  室、調理室、浴室又はシヤ  

栄養士  ワ一室、便所   相談所長の意見（判断）  

都道府県  強度の難聴（難聴  児童指導員、保育士  
が必要   

（調理員）  

指定都市   に伴う言語障害を   台ヒ 
難聴幼児通園施設  訓．日、′   b臣事凹  聴力検査室、訓練室、相談  整備に当たっては 整備  

児相設置市   含む）幼児。   き宝玉 能訓練担当職員  室、調理室、便所  
真の国庫補助がある。   

詮・所として必な艶貞、  診療所として必要な設備、  

肢体不自由児通園施設  肢体不自由児のあ    児童指導員、保育士、看護師、  訓練室、屋外訓練場、相談  
る児童  

埋出療法士又は作業療法±  
室、調理室   

○ その他の通所施設  

施設類型   実施主体   対象者   職員の職種  設備基準   利用の実態等   

障害児（知的・身  
サ＝ビス管理責任 

指導訓應室（必要な機   

児童デイサービス   五軋主立  体・精神）  管理者  械器具等を備えたも  定による  
児童指導員又は保育士  の）、サービス提供に  

（グレーゾーンも可）   
必要な設備、備品   

整備費の補助制度なし。   

施設類型   
実施主体   対象者   職員の職種  設備基準   利用の実態等   

A型は、訓練室、集会室  

重度の知的障害と  兼食堂、診察室、静養  
都道府県  

重症心身障害児（者）通   指定都市  重度の肢体不自由   要一法、作業法言語虞  施設長  室、浴室又はシャワー  （重心の判定があるため、   

園事業  が重複している児   法等を担当する者  室、便所、調理室   児相に確認しているのでは  

中核市   コ自E 臼   匿臥量護顔  B型は、本体施設の設  
備を利用   
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弔児童数の  通扁  墨壷  媚  

■  

事一■ノ t ≡1  

当二ゝl堅  

H13  H14  H15  H16  H17  H18  H12  H8  H9  HlO Hll  

□難聴幼児通園施設  

口肢体不自由児通園施設  

口知的障害児通園施設  
〈社会福祉施設等調査報告〉  10   



乳幼児   学齢期■青年   加齢児  

（0歳～6歳）   （7歳～17歳）   （18歳以上）   

知的障害児   99．3％   0．6％   0．06％   

通園施設   （8，921名）   （55名）   （5名）   

難聴幼児通  100％  
0％   0％   

園施設  （746名）  

肢体不自由児   98．0％   1．9％   0．1％   

通園施設   （2，555名）   （50名）   （3名）   

〈社会福祉施設等調査報告（H18．10．1現在）〉  
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H18  H17  H16  H15   

匿ヨ定員10人～19人  

［：：＝］定員30人以上  

一一一利用実人員  

評定員10人未満  
［：：：：コ定員20人～29人  

［：：：：コ不詳  
L  
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〈社会福祉施設等調査報告〉   




